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１　事業概要 ５　事業説明

SDGsｺﾞｰﾙ
SDGsﾀｰｹﾞｯﾄ

9
9-1

　産業、文化の振興及び国際交流の促進の拠点となるべ
く建設されたソニックシティ(産業文化センター及び関
連施設)をその目的が達成されるよう適正に運営する。
　これによりソニックシティが県内経済の活性化と産業
の振興に重要な役割を果たすとともに、将来的にも埼玉
県を代表する施設であり続けるように努める。

　産業文化センター管理事業　87,237千円

（１）事業内容 
　　　県内産業、文化の振興及び国際交流の促進のため、ソニックシティの管理運営を行う。
　　ア　産業文化センター管理事業　87,273千円
　　　　ソニックシティホール棟の施設機能の維持管理及び運営を行う。
　　イ　ビル棟管理事業(内部管理経費)
　　　　ソニックシティビル棟の施設機能の維持管理を行う。
　
（２）事業計画 
　　　県がソニックシティ内に有する施設については、(公財)埼玉県産業文化センターにその運営を委ねており、公の
　　施設においては、平成18年度から指定管理者制度を導入している。
　　　また、他の区分所有者と共同して行う事業については、大宮ソニックシティ(株)を通じて実施している。

（３）事業効果 
　　　ソニックシティは、令和6年度のホール棟の年間来館者数が約68万人、ビル棟の利用者を加えると約500万人超に
　　及び、県人口の7割に相当する人々が訪れる県を代表する施設である。
　　　また、ソニックシティ内に企業・各種団体が集積していることによる相乗効果や各種イベントの開催に伴う情報発
　　信により、県内の産業、文化の振興に大いに寄与している。
　　　・ホール棟来館者数
　　　　令和元年度75万人、令和2年度8万人、令和3年度8万人、令和4年度8万人、令和5年度58万人、令和6年度68万人

　　【活動指標(アウトプット)】R7利用日数(見込)　大ホール279日、小ホール262日、国際会議室233日
　　【成果指標(アウトカム)】ソニックシティ(産業文化センター及び関連施設)が県内経済の活性化と文化、産業等の
　　　　　　　　　　　　  　振興に重要な役割を果たす

（４）県民・民間活力、職員のマンパワー、他団体との連携状況 
　　　ソニックシティの運営は、指定管理者である公益財団法人、区分所有者である日本生命保険相互会社、さいたま
　　市及びビル管理者である大宮ソニックシティ(株)と連携して行っている。

２　事業主体及び負担区分
(県10/10)

３　地方財政措置の状況
なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
9,500千円×1.0人＝9,500千円

予算額
財　　源　　内　　訳

一般財源
前年との

対比使用料・手数料 財産収入

決定額 87,237 2,364 84,873

前年額 87,237 2,341 84,896 0
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商業・サービス産業の育成



 

事業名

単位事業名 予算額 87,237千円

　
○歳入 （単位：千円）

款・節 当初予算額 対前年度増減額

使用料及び手数料・ 2,364 23 売上等収益施設
行政財産使用料

財産収入・ 84,873 △23 ビル建物賃貸
土地建物貸付収入

合計 87,237 0

　
○歳出 （単位：千円）

節 当初予算額 対前年度増減額

使用料及び賃借料 87,237 0 ホール棟土地使用賃貸料

合計 87,237 0

事業内訳書

産業文化センター等管理運営事業

産業文化センター管理事業

主な内容

主な内容


